
新潟県農地関係地すべり防止事業推進協議会役員 

 

任期 

令和６年７月 16 日から２年間 

 

 

※ 新役員の任期は、令和７年７月 23 日～令和８年７月開催予定の総会まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役 職 所 属 氏 名 備 考 

会 長 十日町市長 関口 芳史  

副会長 妙高市長 城戸 陽二 （新任） 

副会長 村上市長 高橋 邦芳  

監 事 長岡市長 磯田 達伸  

監 事 阿賀町長 神田 一秋  


